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ゲオショップ FC 店舗の譲受けに関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、コンシダレット株式会社が運営するゲオ

ショップ FC 店舗の一部を譲り受けることについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．店舗の譲受けの理由 

 当社は、平成 22 年 10 月にコンシダレット株式会社との間で事業譲渡契約を締結し、翌月以降、

同社が運営するゲオショップ FC 店のうち 4 店舗を譲り受けました。 

当社の平成 23 年 2 月期決算においては、売上高 3,173 百万円のうちゲオショップ事業の売上高

は 434 百万円、事業別売上比率は約 14％となり、平成 24 年 2 月期の通期業績予想においては、

売上高 4,117 百万円のうち、ゲオショップ事業の売上は 1,294 百万円、事業別売上比率 31％を見

込んでおりました。 

このように、当社にとってゲオショップ事業への進出は、収益の増大と安定、景気要因による

業績への影響リスクの低減等、事業の成長と財務基盤の安定が図れるものと判断しておりました

が、今後さらに加速するために、ゲオショップ FC 店を２店舗譲り受けることにいたしました。 

 

２．店舗の譲受けの概要 

（１）店舗の内容 

  平成 23 年 9 月 1 日付けでの譲受け 

   ゲオ田無北原店（東京都西東京市田無町１－２－４） 

ゲオ名古屋守山店（愛知県名古屋市守山区小幡太田１６－１１） 

 

（２）譲受け店舗の経営成績 

 平成 22 年 12 月期 

売 上 高 687 百万円

営 業 利 益 83 百万円

（注）当該店舗の経営成績は、コンシダレット株式会社の事業年度である、平成 22 年 1 月 

から 12 月までとなっております。 

 

 

 



 

（３）譲受け店舗の資産、負債の項目及び金額 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

商  品 43 百万円 ― ― 

固定資産 10 百万円 ― ― 

合  計 53 百万円 合  計 ― 

（注）固定資産は平成 22 年 12 月 31 日現在の残高となっております。商品については、当社

とコンシダレット株式会社との間で商品在庫の評価方法に関する会計方針に相違があ

ることから、平成 22 年 4 月 30 日現在の在庫数量に対して、株式会社ゲオが算出した

在庫単価を用いて残高を計算しております。 

 

（４）譲受け価額及び決済方法 

譲受け価額は、上記譲受け資産価額を基準に両社で合意したのれん価額の合計とし、172 百

万円で決定いたしました。譲受け価額の妥当性については、株式会社キャピタル・ストラテジ

ー・コンサルティングに事業価値算定を依頼し、DCF（ディスカウンテッド・キャッシュ・フ

ロー法）により算定された金額を基に検討いたしました。 

決済方法は、平成 23 年 9 月から平成 26 年 12 月までの期間に渡る分割支払いとなります。 



 

３．相手先の概要 

（１） 名 称 コンシダレット株式会社 

（２） 所 在 地 福岡県福岡市東区二又瀬 15-14 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 植村 礼治 

（４） 事 業 内 容 音楽映像記録物賃貸 

（５） 資 本 金 1 百万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成 20 年 1 月 25 日 

（７） 純 資 産 △255 百万円（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

（８） 総 資 産 494 百万円（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

（９） 大株主及び持株比率 植村 礼治 100％ 

資 本 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関

係はありません。また、当社の関係者と当該会

社の関係者の間には、特筆すべき資本関係はあ

りません。 

人 的 関 係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関

係はありません。また、当社の関係者と当該会

社の関係者の間には、特筆すべき人的関係はあ

りません。 

取 引 関 係

当社と当該会社との間には、商品の仕入・販売、

ゲオ FC 店舗の運営委託契約に基づく運営支援

サービスの提供を受けております。 

（10） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ

ん。また、当該会社の関係者は、当社の関連当

事者には該当しません。 

 

４．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 平成 23 年 8 月 22 日 

（２） 事業譲受け契約締結 平成 23 年 8 月 22 日 

（３） 事 業 譲 受 け 期 日 平成 23 年 9 月 1 日(予定) 

 

５．会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月 26 日)及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月

26 日)に基づく会計処理を実施する予定であります。 

なお、のれんについては、概算金額は 110 百万円、償却年数は 5 年を見込んでおります。 

 

 



６．今後の見通し 

  本日、開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

以 上 


